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せたホッと子どもサポート令和６年度活動報告会記録 

 

第２部 実践報告 

   「教えて、ひらえもん！－せたホッとは、いじめにどう向き 

   合ってきたかー」 

 

〇司会（寺西課長） 

 ただいまより、令和６年度活動報告会第２部を開催いたします。 

繰り返しになりますが、広報用、動画公開のため、本日の会場の様子を撮影させ

ていただきます。登壇者を撮影し、皆様のお顔は写らないようにいたしますが、 

映りこみたくない方がいらっしゃいましたら、お近くの職員へお声掛けをお願

いいたします。 

 

 それでは、第２部に入りたいと思います。第２部は安部委員の進行のもと、

「教えて、ひらえもん！－せたホッとは、いじめにどう向き合ってきたか－」と

いうテーマで、代表擁護委員である平尾委員がいじめについて講演します。ま

た、相談・調査専門員を交えて、いじめ予防授業や相談事例について検討しま

す。それでは、安部委員、よろしくお願いいたします。 

 

１．講演 

〇安部委員  

 第２部は「教えて、ひらえもん！－せたホッとは、いじめにどう向き合ってき

たか－」というテーマで、平尾委員に講演していただきます。 

〇平尾委員 

 今日は、いじめ問題について、普段私が考えていることをお話させていただ

きたいと思います。 

 

１．まず、「いじめ防止対策推進法」が成立するまでに、社会的にいじめが注

目された時期がありましたので見ていきたいと思います。 

   １９８５年か６年が最初だと思います。具体的には、葬式ごっこ事件な

どです。それから約１０年、１９９４年ころが第２期です。愛知の大河内君

事件です。長い遺書を残して自死したケースです。第３期は２００５年こ

ろで、注目された事件としては滝川市女児自殺事件があります。３年生く

らいからずっといじめ続けられ、教室で自死したケースです。その後、２０

１１年ころに大津いじめ自殺事件が起きます。 

その２年後に、「いじめ防止対策推進法」が成立するわけですが、そのあ

とは高いレベルでいじめの注目期が続いているというのが、私の見立てです。 
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 ２．では、具体的にいじめ重大事態の発生件数について見ていきたいと思い

ます。いじめ重大事態とは、いじめで亡くなったとか、３０日を目途にした

不登校など重大事態が生じた場合に、第三者委員会が立ち上がり、調査す

るもので、法律に規定されています。 

   ２０１３年はこの法律が施行された年で、２００件程度でした。それが 

２０２３年には６倍になっています。ここからいじめは沈静化しておらず、 

日本社会においてはいじめが激しくなっていると言えます。 

３．「いじめ防止対策推進法」は、いじめについて規定した、日本で唯一の法 

律です。私は、この法律には７つの問題点があると考えています。そのう 

ち、今日は、①法律で事実認定から入ることを決めていること、②加害者に 

どう対応するかの視点がないことの２点についてお話させていただきたい 

と思います。 

 

【問題点１】事実認定から入ることが法で定められている 

  まず、1 点目についてです。法２３条第１項で「いじめがあった場合は、学 

校に通報しなくてはならない」と決められています。そして第２項で「通報を 

受けた学校は、速やかに当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認をする 

ための措置を講じる」と定められています。つまり、事実認定をまずやりなさ 

いと法律が定めているのです。 

  では、例えばこのようなケースはどうでしょう。誰もいない教室で、Ａさん 

はＢさんにおなかをけられたと言い、Ｂさんは自分はそんなことはしていな 

いと言う。このような場合いじめの事実認定はできるでしょうか。 

  この事例は、先日、学校の先生方の研修でも出したものですが、先生方の答 

えは、双方の言い分が違う場合は事実認定はできないというものでした。 

  いじめには目撃者がいないことが多く、いじめられた側といじめた側の主 

張が異なる場合、学校現場で結論を出すことは非常に困難で、いじめはなか 

った、あるいはわからないという結論を出すしかないのだと思います。 

  裁判などの手続きであれば、供述の一貫性や迫真性、客観的証拠と合致す 

るかどうか、また合理性の有無や前後の行動などを警察、検察が調べ、判断 

しますが、それには専門的なトレーニングが必要です。 

  そして、学校現場で出した、いじめは認められないもしくは不明という結 

論に対して、いじめられた側からは、学校はいじめを隠蔽したと受け取られ 

やすいです。 

  

  このような状況であるならば、事実認定以外から入るアプローチがあって 

もいいのではないかと考えます。 

  ここで、海外の事例を紹介します。No Blame Approach、直訳すると、しか 
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らないアプローチとなります。１９９２年にイギリスの学者が提唱した、いじ 

めの対処法で、スイス、オランダ、ベルギー、オーストリアなどで利用されて

います。ドイツでは、２２０件のいじめのケースのうち、No Blame Approach

を使い、１９２件が解決に成功しています。 

  叱ると、いじめは隠れてやるようになり、見つけにくくなり、悪質化しま 

す。それなら叱らないで対処しようというのがこの方法です。 

  具体的には、まず Cofidential Talk といって、いじめられた子から話をき

取ります。どんなことがあったかではなく、どれだけつらいのかという気持

ちを聞き取ります。 

  次に、Support Group Discussion でディスカッションします。メンバーは

いじめられた子が信頼する子、中立の子、いじめた子で、教師やスタッフがサ

ポートしながら、目の前にいる子を助けるにはどうしたらいいか、自分には

何ができるかを話し合います。そして、Follow Up Discussion でいじめられ

た子を含む全員に対して、スタッフがフォローします。 

 

この方法は、他の目的のためにできたものですが、事実認定をしなくても 

よいというのが特徴です。日本も導入すればいいのにと思っていますが、日 

本では広まっていません。事実認定にこだわらない解決を検討してもよいの

ではないか、もし事実認定にこだわるのであれば、弁護士などの専門家を各学

校に置く「学校いじめマイスター」制度を確立すべきというのが私からの提言

です。 

 

【問題点２】加害者に対するアプローチの不足 

問題点２は、加害者に対するアプローチが不足しているということです。同

じ条文の第３項にいじめの当事者に対する対処が規定されています。「いじめを

受けた児童等またはその保護者に対する支援を行い、いじめを行った児童等に

対する指導またはその保護者に対する助言を継続的に行う」と定められていま

す。 

ここに言う指導を継続的に行うとはどういうことでしょうか。加害者に対す

るアプローチについてはこの一文しかありません。ガイドラインにも詳細は記

されてなく、どう指導すればよいのかは現場任せの状況です。そもそもこの条

文を知らない学校関係者も多いのです。 

 

いじめた側に対する必要なアプローチとして、私が考えるのは、 

第一に、場合によってはいじめてもよいという考え方を改めさせるというこ

とです。相手が悪い場合はいじめてもよいなど、この考え方根は根強く残って

います。 
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第二に、思いやりや道徳ではなく、人権の視点からいじめてはいけないこと

を理解させるということです。いじめを思いやりで解決しようとすると、いじ

める側の気分次第になってしまいます。そうではなくて、権利を侵害された側  

は NO と言える性質のものだということを考えていく必要があると考えます。 

 そして、先ほど挙げた自死のケースのように、いじめの深刻さ、悲惨さを理解 

させる必要があります。さらに、自分の人権も相手の人権も共に大切にするこ 

との大切さを理解させます。また、アンガーマネジメントが必要な子、自己肯定 

感の低い子、家庭環境に問題がある子などは、他機関との連携が必要になりま 

す。 

 

ここで、また海外の事例を紹介します、Pupil Referral Unit（PRU）というイ

ギリスの制度です。ここは様々な理由で学校に通えない子どもたちを対象とし

た代替的教育機関で、いじめをした子どもも通っています。PRU のひとつを訪ね

てきましたが。自己肯定感を上げる取組みとして、音楽、料理、絵画など、それ

ぞれが好きなことに取り組んでいました。 

 

最後に、私からの提言として、いじめ予防授業を充実させる必要があると考

えています。加害者の教育が必要なのです。ポイントを押さえた定期的な授業

の実施が必要です。そのときにせたホッとのいじめ予防授業をさらに活用して

いただけたら幸いです。以上で私のいじめに関する講演を終わります。 

 

２．いじめ予防授業の内容 

〇安部委員 

 今、平尾委員のお話にありました、せたホッとのいじめ予防授業では、どんな

ことをやっているのかについて、専門員の田辺さんからお話いただきたいと思

います。 

〇田辺専門員 

 いじめ予防授業の資料の１枚目には学校数しか記載していませんが、学年全

クラス、５年生と６年生を対象に授業する場合もありますので、相当数の子ど

もたちを相手に授業を行っています。 

（１）内容ですが、まず、「いじめられる側も悪い」のかということを、子ど

もたちに投げかけます。すると大多数の子どもが悩みながらも「場合によ

っては悪い」と答えます。ならば、「悪い人はいじめられていいのか」と

投げかけると、いい、悪いの意見に分かれます。理由は、先にいじめたか

ら、悪口を言ったからなどが挙がります。悪いと言う子どもは、それでは

同じことになると言います。 

ここで、いい、悪いではなく、他に方法がなかったか聞いてみます。や 
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   めてと言う、話し合う、誰かに相談するなどいろいろな意見が出ます。 

そして、私たちが一番伝えたいのが、相手にどんな原因があっても、い 

   じめ返すという方法を選んだのは自分なんだよねということです。 

（２）次に、人権の視点からいじめをしてはいけないことを伝えます。みん 

 なが持っている、遊ぶ、勉強する、学校へ行くなどの権利を侵害するのが 

いじめなんだと伝えます。 

（３）そして、いじめは人の命を奪うものでもあると、その深刻さを実際の 

  ケースとともに説明します。そして、ここで①最初は小さないじめから 

始まる ②エスカレートすると自分たちでは止められない ③不登校や 

死など最悪の結果を想像できないという、いじめの３つの特徴について 

も伝えます。 

（４）次に、傍観者の果たす役割が大きいことを伝えます。何ができるか考 

え、寄り添う、一人じゃないよと声を掛けることで被害者はどんなに救 

われるか伝えます。 

（５）最後に、改めてみんなが持っている権利は、いじめていい権利でも、 

 いじめられていい権利でもないことを伝えます。 

 

以上が、せたホッとで行っているいじめ予防授業の内容です。 

 

〇安部委員 

 いじめ予防授業の前と後で、子どもたちに変化はありますか。 

〇平尾委員 

 最初は弁護士が来たと、子どもたちは緊張していますが、途中で飽きる子も

います。でも、だんだんこちらの話に集中し、泣き出す子もいます。 

〇田辺専門員 

 実はいじめられていたなどと本音を話してくれる子もいます。 

〇安部委員 

 では、せたホッとでは、いじめに関する相談をどのように受けているのか渡

邊専門員に聞いてみたいと思います。 

〇渡邊専門員 

 平尾先生から、お話がありました「叱らないアプローチ」と、せたホッとのア

プローチは似ているなと思いました。子どもによっては自分の気持ちをうまく

整理して言葉にするということができない子どももいます。その場合は、その

子のペースに合わせて聞くようにしています。そして、本人が今の状況から抜

け出したいと言うのであれば、せたホッとが先生や学校や保護者など関係機関

にアプローチするようにしています。 
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〇安部委員 

関係者や大人が多い場合、子どもの声を聞くのは難しくないですか。 

〇田辺専門員 

 保護者の気持ちも受け止めつつ、部屋を別にして、ゆっくりと子どもの話を

聞くようにしています。 

〇渡邊専門員 

ポツリ、ポツリ話す子の場合は、親が代弁者として出てきてしまい、子どもの

気持ちが隠れてしまいがちになるので気をつけています。 

〇安部委員 

子どもの気持ちが隠れてしまう場合はどう対処しているのですか。 

〇田辺専門員 

子どもとの信頼関係を築くよう努力します。そうすると、親の気持ちを汲み

ながらも自分の気持ちを話してくれるようになります。 

〇安部委員 

いじめ予防授業に課題はありますか。 

〇平尾委員 

ひとつの学校に年 1 回しか呼んでいただけていないし、呼んでくれない学校

もあります。また、時間が足りず、子どもたちが十分納得するところまでもって

いくのが難しいです。さらに、いじめに関するポイントはすべて繋がりがある

ので年間プロジェクトにしてもらえると十分に学習できると思います。 

〇安部委員 

教育長もいらしてますが、せたホッと共同でいじめに関する資料を作成した

り、年間授業計画にいじめ予防授業を組み込んでもらえるなどをしていただけ

るといいなと思います。 

 

３．質疑応答 

〇安部委員 

では、ここで質問を受けたいと思いますが、その前にお近くの方と、感想を 

共有してください。１部、２部を通して質問を受け付けます。 

〇質問：世田谷ボランティア協会職員 

 せたホッとでは、子どもの話を大変ていねいに聞いていらっしゃるとのこと

ですが、時間にも限りがあるかと思います。対話や電話で子どもとやり取りす

るときに、時間についてはどのように考えて対応しているのでしょうか。 

〇渡邊専門員 

こちらだけでなく、世田谷区の子どもは習い事をしていることが多く、子ど

もの方も忙しいことが多いかと思います。なので、子どもと話していて、時間内

で話しきれないなというときは、その一度で終わりにせず、次の機会に繋げる
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ようにしています。 

〇田辺専門員 

子どもが話したいことを全部話したか確認した上で、一度区切りをつけ、次

につなげています。 

 

〇質問：青少年交流センター職員 

 いじめ予防授業は、学校の先生向けにも行っているのでしょうか。 

〇平尾委員 

 教員研修で年１回３時間お話させていただいています。その中で、子どもの

人権、いじめ、せたホッとについて話します。ただ、法律についてすべて説明で

きないので、学校には法律に詳しい人を置く体制を整えることができたらいい

と考えています。 

 

〇質問：区議会議員 

 いじめ予防授業は、特別支援学級や学校においても行っているのでしょうか。

せたホッととしては、障害のある子どもへの対処についてはどう考えているの

でしょうか。 

〇平尾委員 

 特別支援学級や学校からは、いじめ予防授業に来てほしいとのお声がかかっ

ていません。特別支援学級の子どもを普通学級に呼んで、先生がサポートしな

がらいじめ予防授業を受けていることはあります。 

〇質問：区議会議員 

いじめが人権の問題ならば、分け隔てなく、特別支援学級や学校に対しても

いじめ予防授業をやっていただきたいと思います。 

〇平尾委員 

今後の課題とさせていただきたいと思います。 

 

〇司会（寺西課長） 

以上をもちまして、第２部を終了したいと思います。ありがとうございまし

た。閉会にあたりまして、保坂区長より講評をいただきたいと思います。 

〇保坂区長 

 第２部で「いじめ防止対策推進法」の話がありましたが、私も、鹿内君や大河

内君の事件が起きたときには発信してきました。 

 事実はどうなのだという作りになっている、「いじめ防止対策推進法」は出来

の悪い法律だと感じています。世田谷区では、いじめがあった場合は、第三者委

員会を立ち上げ調査し、その結果に納得できない場合は再調査するスキームが

あります。その再調査の役目をせたホッとにやってもらえないかと考え、相談
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させてもらったことがあります。しかし、せたホッとはいじめられた側にも、い

じめた側にも公平に接していくのが役目なので、中立の立場で再調査すること

はできないと言われ、納得しました。 

 教育委員会もこの法律の対応に苦慮しています。いじめがあったかの調査に

は１年半から２年かかります。そうすると小学校５年生は中学生になってしま

います。これに対して、せたホッとのいじめ予防授業は今起きていることに対

処してくれています。世田谷区には９０校以上の学校があるので大変ですが、

なんとかこのアプローチを広げていっていただきたいと思います。 

 また、この法律はいじめ対策としていますが、いじめ解決促進法とでもいっ

たようなものに変えたほうがいいと思っています。せたホッと案を出していた

だき、一緒に取り組み、世田谷区から発信していければと思っています。 

 今日は、子どもに関係する区のいろいろな職場からも関係者が来ているので、

みんなで子どもの権利を守るために取り組んでいけたらいいと思います。 

 

〇司会（寺西課長） 

保坂区長ありがとうございました。では、続きまして、知久教育長に講評をお 

願いいたします。 

〇知久教育長 

教育委員会では、いじめがあった場合は、「いじめ防止対策推進法」あるいは

文科省の「重大事態のガイドライン」に従い調査を行っています。また、医者、

弁護士、心理士による教育支援チームを作り、いじめによる死亡事件が起きな

いよう対策を取っています。 

事実認定にはとても時間がかかっています。また、事実が明らかになったと

しても、それがいじめた側、いじめられた側の双方から納得いただけないこと

も多いです。そういったところから、事実認定を行わない、イギリスの手法につ

いて大変興味深く聞かせていただきました。 

今後とも、子どもの人権について、しっかりと学校現場に根付かせていきた

いと考えています。 

〇司会（寺西課長） 

知久教育長ありがとうございました。閉会にあたりまして、平尾委員より挨

拶がございます。平尾委員お願いいたします。 

〇平尾委員 

子どもが苦しんでいるのは、いじめだけではなく、対人関係や家庭問題など

いろいろあると思います。せたホッととしましては、どんなときでも子どもの

声を聴くという、設立以来の基本的姿勢はこれからも大切にして活動していき

たいと思います。本日はありがとうございました。 
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〇司会（寺西課長） 

それでは以上で、せたがやホッと子どもサポート令和６年度活動報告会を終

了いたします。皆様のお手元にアンケート用紙をお配りしています。受付にて

回収しておりますのでご協力お願いいたします。本日はお忙しい中ご来場いた

だきありがとうございました。お忘れ物のないよう、お気をつけてお帰りくだ

さい。 


